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令和 8・9 年度 小布施町社会福祉協議会 正職員募集要項 

令和 8 年 2 月 1 日 

社会福祉法人小布施町社会福祉協議会 

〒381－0201 長野県上高井郡小布施町大字小布施 860-ｲ 

TEL 026(242)6665／FAX 026(242)6696 

 

１ 募集職種・採用予定人員・受験資格 

職 種 

（勤務予定地） 
区分 

採用 

人数 
受験資格要件 

①生活相談員兼介護職員  

（デイサービスセンター花の里）  
総合正職員 1 名 

・介護福祉士の資格を有する人 

・普通自動車運転免許を有する人 

・平成 8 年 4 月 2 日から平成 18 年 4 月 1

日までに生まれた人 

②生活相談員兼介護職員  

（町デイサービスセンター）  
総合正職員 1 名 

・学生の場合は、令和 9 年 3 月に卒業（短

大/専門/大学）見込みの人 

・介護福祉士の資格を有する人（令和 9 年

3 月取得見込み含む） 

・普通自動車運転免許を有する人 

・平成 8 年 4 月 2 日から平成 18 年 4 月 1

日までに生まれた人 

③生活相談員兼介護職員  

（町デイサービスセンター） 
一般正職員 1 名 

・介護福祉士の資格を有する人 

・普通自動車運転免許を有する人 

・昭和 42 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

※次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

  (1) 成年被後見人又は被保佐人 

  (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの人 

 

２ 勤務形態・給与等 

1 日の勤務時間 1 カ月の勤務日数 初任給 手当等 

①8：30～17：30 

（昼休憩 1 時間） 

週休 2 日 

（シフト表による） 

月額 186,000 円～ 

(前歴加算あり・昇給あり) 

処遇改善手当（14,400 円/月）、

賞与、扶養手当、通勤手当、住居

手当、年末年始勤務手当、退職手

当等 

②8：30～17：30 

（昼休憩 1 時間） 

週休 2 日 

（シフト表による） 

月額 173,900 円 

または 

186,000 円～ 

(前歴加算あり・昇給あり) 

処遇改善手当（14,400 円/月）、

賞与、扶養手当、通勤手当、住居

手当、年末年始勤務手当、退職手

当等 
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③8：30～17：30 

（昼休憩 1 時間） 

週休 2 日 

（シフト表による） 

月額 168,100 円～ 

(前歴加算あり・昇給あり) 

処遇改善手当（14,400 円/月）、

賞与、扶養手当、通勤手当、住居

手当、年末年始勤務手当等 

  ※詳細は小布施町社会福祉協議会就業規則および給与規則に基づきます。 

 ※総合正職員（定義）：職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲に関し全く限定がなく、業

務上基幹的な役割を担い、管理職登用を前提とした正職員 

  ※一般正職員（定義）：雇用契約上、職種・職務について限定がある、基幹的な役割を担う正職員

のことをいい、限定部分についてはその範囲内で役割を担いながら、非限定部分については総

合正職員と同様の役割を担う正職員 

 

３ 受付期間 

受付期間 受付時間 

①②令和 8 年 2 月 1 日～令和 9 年 1 月 31 日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分（日・祝を除く） 

③令和 8 年 2 月 1 日～ 随時 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分（日・祝を除く） 

 

４ 選考の方法 

   書類による選考審査・作文および面接試験を実施します。 

   【作文試験】テーマ「私が目指す地域福祉像」 

※400 字詰め原稿用紙 A4 縦書き 3 枚以内に記入し、申込書と併せて提出 

  【面接試験】面接試験日時については後日連絡 

 

５ 応募手続き 

   所定の申込書（※）に本人が必要事項を記入のうえ免許・資格等を証明する書類の写しを添え

て、作文試験と併せて、受付期間内に小布施町社会福祉協議会に持参または郵送してください。 

（※）申込書は小布施町社会福祉協議会（健康福祉センター内）に備え付けのもの、またはホーム

ページからダウンロードできます。普通用紙（A4 サイズ）を使用し、両面印刷としてください。  

 

６ 結果通知 

   合・否は、文書をもって直接通知します（①②面接後 7 日間以内） 

 

７ 採用日 

①③応相談 ②令和 9 年 4 月 1 日以降 

 

８ その他 

(1) 申込書は本人が直接記入し、必ず押印してください。 

(2) 申込書に不備があるときは、受理できません。 

(3) 受験資格がないこと又は申込書記載事項が正しくないことが明らかになった場合は、合格

を取り消すことがあります。 

(4) 合・否についての電話での照会にはお答えできません。 

(5) この試験において提出された書類は一切返却しません。 


